
県災害対策本部と災害医療調整機能（検討案）について  
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地域災害医療対策会議（仮称） 

主な検討・調整内容 

・地域間における患者の搬送計画 

・地域間のスタッフの派遣・調整 

・地域間の医薬品等物資の流通支援 

・他の地域等の被災情報の提供 

・DMAT からの引継ぎ支援 

連携 

連携、調整、情報提供 

主な検討・調整内容 

・患者の搬送 

・スタッフの派遣・調整 

・医薬品等物資の流通支援 

・被災情報の集約・共有 

・DMAT からの引継ぎ 


